
本リーフレットは、タクシー運転者が安全・安心に業務を行

うため作成された「一般的な指導及び監督の実施マニュアル」

の概要版として、特に重要な点をまとめたものです。

詳細は本編を参照しつつ、輸送の安全を担う運行管理者とし

て、運転者への適切な指導・監督を実施してください。

自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う

一般的な指導及び監督の実施マニュアル

タクシー編

国民生活を支える者として、

関係法令を遵守させましょう
1

⚫タクシー事業は、公共交通機関の中でも、ドア・ツー・ドアのサービス、地域のニーズに応じた

サービスを提供するなど、社会的に重要な役割を担っています。プロの運転者としての意識を持

たせ、乗客の安全を最優先することが重要であることを認識させましょう。

⚫タクシーは乗客を乗せていることから、事故の被害が乗客に及ぶことがあります。適切に事業を

行うために、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法をはじめとした関係法令を遵守させま

しょう。

運転者に車両の特性を把握させ、

運転上の注意点を理解させましょう 
2

⚫タクシーは、発進・停止・進路変更などを頻繁に繰り返すことが多いため、通常走行している場

合と比べると車の周りに死角ができやすくなります。

⚫運転時には、視点を高くとって視野を広げ、前後・左右やピラーの死角などには特に注意が必要

であることを理解させましょう。

乗客の状況に気を配り、乗降時と乗車中ともに

安全を確保するよう指導しましょう
3

⚫乗客の乗降時にドアを開閉する際には、左後方から自転車や二輪車・原付などが来ないか、乗客

が確実に乗降したのかなど、安全確認が大切であることを理解させましょう。

⚫乗客から、交差点内や横断歩道などの乗降に危険な場所での停止を依頼されることがあります。

運転者に、安全で適切な位置への停車を心がけさせましょう。

⚫乗客との会話に気を取られ、振り向き運転となっては大変危険です。走行中は、安全を最優先す

るために、運転に集中させましょう。

⚫乗客の安全を確保するためにも、後席のシートベルト着用の必要性を認識させましょう。
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防衛運転の徹底や、非常時に実施すべき

対応を指導しましょう
5

⚫事故防止のためには、歩行者や他の車両などの行動特性を理解したうえでの危険の予測が必要で

あるという意識を、事故事例の説明や危険予知訓練を通じて、運転者に理解させましょう。

⚫日常点検や運転行動が、漫然とならないよう、運転者に指差呼称や安全呼称を習慣づけさせま

しょう。

⚫交通事故や車両故障の発生時や自然災害への遭遇時には、乗客の安全の確保や警察・事業者への

報告を行うよう運転者に指導しましょう。

適性診断の結果を

指導・監督に活かしましょう 
6

⚫運転者適性診断は、視覚機能、判断・動作のタイミング、動作の正確さ、注意の配分や性格など

について測定を行います。

⚫診断結果を日々の指導や教育時などに活用するとともに、運転者に結果を真摯に受け止めさせ、

自覚させることが大切です。

⚫診断結果の見方を正しく理解しましょう。

運転者と密にコミュニケーションをとり、

健康管理を徹底しましょう 
7

⚫交通事故の要因として、過労状態、睡眠不足、体調不良、飲酒運転、風邪薬等の服用による眠気、

運転技能への過信、焦りなどが挙げられます。

⚫これらを引き起こさないよう、疾病が及ぼす影響、健康診断の受診やストレスチェックの重要性

を運転者に認識させ、必ず疾病等の状況を申告させるようにしましょう。

道路状況や気象状況を踏まえた

運行経路を選択するよう指導しましょう
4

⚫安全な運行を行うためには、運行前に営業区域の地図情報、工事状況や交通規制等の交通情報、

気象状況、所要時間の目安などについて事前に収集し、把握しておくことが重要です。

⚫事前情報を活かして、乗客の求めに応じた運行経路を選択することが必要です。乗客の乗車時に

経路の確認を行うことで、脇見運転などを避けることができ、安全の確保にもつながることを指

導しましょう。

実施マニュアル（本編）

が確認できます。
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